
宇和島市公示第 13号

指定避難所及び指定福祉避難所の指定等について

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 49条の 7第 2項の規定により、
指定避難所及び指定福祉避難所の指定並びに指定避難所の取消について次のよ

うに公示する。

令和８年２月 19日

宇和島市長 岡原 文彰

【指定避難所】

○ 新規指定施設名・住所

１．庵寺（老人憩いの家） 宇和島市津島町下畑地甲 354番地

○ 指定取消施設名・住所

１．喜佐方公民館 宇和島市吉田町河内甲 72番地１

○ 指定施設名変更

１．喜佐方公民館 〔変更前：喜佐方小学校〕

２．保手２丁目３丁目集会所 〔変更前：保手中央集会所〕

３．保手４丁目５丁目集会所 〔変更前：保手３区集会所〕

４．旧結出小学校 〔変更前：結出小学校〕

５．旧吉田小学校 〔変更前：吉田小学校〕

６．旧奥南小学校 〔変更前：奥南小学校〕

７．旧玉津小学校 〔変更前：玉津小学校〕

８．旧立間小学校 〔変更前：立間小学校〕

【指定福祉避難所】

○ 新規指定施設名・住所

１．市立宇和島病院 宇和島市御殿町 1番 1号


